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大手製造業調達価格を人事考課に反映が39.7%、中小値下げの連鎖

中小企業庁は、3月31日に「下請等中小企業

の取引条件の改善ら向けた調査結果」を公表し

ました。

大企業向け調査の結果概要

(1)対象事業者： 資本金3億円超の事業者等

16,331社

(2)回答率：3月30日現在 44.1％ 7,062社 *回

答辞退（該当取引なし等）を含む

(3)主な調査結果（3月16日までの回答4,760件

について集計したもの）

①政労使合意の浸透度：全体では、政労使合意

を「知っている」が42.2%、「知らない」が57.8%。

経団連企業会員と回答した企業では、「知って

いる」が74.7%。

②合意に基づく取組：（①で「知っている」と

した企業の回答）「取引価格を引き上げた」が

67.8%。考慮した項目は、「原材料価格の高騰」

が70.3%に対して、「労務費の上昇分」が44.6%、

「電気料金の高騰」が22.1%。取組を行わなか

ったのは21.9%。合意を実行するための取組方

針や業務ルールを作成・改正したのは10.2%。

③調達価格と人事評価：調達価格をいずれかの

方法で購買部局等の人事考課の評価に「反映し

ている」のは、製造業で39.7%、建設業で33.3%。

（全体では23.5%）。

④自社の取引先における取引適正化の実態把

握：自社から数えて「一次取引先の取組のみ把

握している」が46.1%。「把握していない（自

社の取組のみ把握）」が35.3%。

⑤価格改定を求められた場合に、原則、反映に

応じる項目：「原材料価格の高騰を踏まえたコ

スト増加分」が74.9%、「消費税」が約70.8%。

「燃料費の高騰を踏まえたコスト増加分」が

54.7%。「電気料金の高騰分」が45.5%、「最低

賃金の引上げを踏まえた労務費の上昇分」が

39.6%、「人手不足を理由とした労務費の上昇

分」が35.4%。

中小企業向けweb調査の結果概要

(1)対象事業者：中小企業9,406社 （受注者と

しての主な取引について質問）

(2）回答数：3,857社（回答率 41.0％）

(3)主な調査結果

①原材料・エネルギーコストの価格転嫁につい

て、「価格転嫁が必要な状況」とする回答は全

体の36.6%。そのうち、「転嫁ができなかった」

が30.2%。

②紙・紙加工品産業、自動車産業、建設業では

「発注側からの指値提示があった」が10.0%超。

③鉄鋼産業、自動車産業、産業機械・航空機等

産業では、一年前（26年11月）と比較し、「単

価が引き下げられた」が25%以上。

④取引単価の引き上げにより収益が改善した

場合、「従業員の賃金を引き上げる」とした回

答が71.6%。

⑤自社が発注する取引先への値下げ要請が

27.9%と中小からさらに下請けに連鎖。

取引上の立場の弱いおそれのある事業者に対

する聞き取り調査の結果概要

(1)実施数：経済産業省では191社実施 （うち

三次下請以下が67社、不明が9社）

(2)主な課題

①合理的な説明のない原価低減要請（一律○%、

総額いくら等）

②人件費・労務費、電気料金、原材料価格など

の高騰分を転嫁できない

③補給品、サービスパーツの単価を量産時と同

じ価格で製作させる

④型の保管や廃棄に関し、委託事業者が費用を

負担しない

⑤大量発注を前提とした見積もり単価を用い

て、実際には少量の取引しかない

詳細は、下記を参照してください。

中小企業庁ホームページ

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2
016/160331Shitaukechousa.htm
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